
管
工
事
賠
償
補
償
制
度
の
説

明
会
を
福
岡
県
連
に
て
実
施

全管連管工事賠償補償制度

◎
掛
金
水
準
の
大
幅
な
引
き
下
げ

◎
掛
金
計
算
方
法
の
変
更

◎
補
償
内
容
の
拡
充

◎
特
約
の
追
加

　

二
〇
一
二
年
十
一
月
始
期

分
よ
り
、
「
全
管
連
・
管
工

事
賠
償
補
償
制
度
」
の
補
償

内
容
・
掛
金
水
準
に
つ
い

て
、
大
幅
な
改
定
を
行
い
ま

す
。

　

今
回
の
商
品
改
定
に
よ

り
、
よ
り
充
実
し
た
制
度
と

な
り
ま
す
。
「
全
管
連
・
管

工
事
賠
償
補
償
制
度
」
は
、

工
事
遂
行
中
お
よ
び
工
事
完

成
・
引
渡
後
に
生
じ
た
偶
然

な
事
故
に
よ
っ
て
通
行
人
や

周
囲
の
住
民
な
ど
第
三
者
の

身
体
に
傷
害
を
与
え
た
り
、

そ
の
財
物
に
損
害
を
与
え
た

こ
と
に
よ
り
法
律
上
の
損
害

賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
被
る
損
害
を
保
険

金
と
し
て
お
支
払
い
す
る
保

険
で
す
。

　

全
管
連
所
属
企
業
の
安
全

確
保
、
安
定
経
営
の
た
め
に

よ
り
大
き
く
貢
献
で
き
る
も

の
で
す
の
で
、
是
非
多
数
ご

加
入
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

（
二
〇
一
二
年
一
一
月
始
期

分
は
、
十
月
十
五
日
が
締
切

で
す
。
）

　

以
下
の
よ
う
な
内
容
を
ご

希
望
の
方
は
、
全
管
連
ま
た

は
損
保
ジ
ャ
パ
ン
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

〇
保
険
金
額
、
掛
金
や
制
度

に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

〇
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
請
求
、
お

見
積
も
り
依
頼

〇
現
在
ご
加
入
の
保
険
の
内

容
診
断
（
無
料
）

〇
商
品
内
容
の
説
明
会
実
施

　

全
国
管
工
事
業
協
同
組
合

連
合
会　

管
工
事
賠
償
補
償

制
度
係
（
電
話
〇
一
二
〇
―

〇
二
六
―
〇
〇
五
）

（
株
）
損
保
ジ
ャ
パ
ン　
　

　

営
業
開
発
第
一
部
第
三
課

（
電
話
〇
三
―
三
三
四
九
―

四
〇
三
七
）

１
．
商
品
改
定
の
概
要

（
１
）
掛
金
水
準
の
引
下
げ

　

掛
金
水
準
を
現
行
制
度
と

比
較
し
て
年
間
で
約
▲
四
十

九
％
引
下
げ
い
た
し
ま
す
。

　

完
成
工
事
高
二
億
円
の
場

合
、
新
制
度
・
プ
ラ
ン
Ⅰ

（
自
己
負
担
額
十
万
円
プ
ラ

ン
）
は
、
年
額
約
三
十
一
万

円
で
ご
加
入
で
き
ま
す
。

（
２
）
掛
金
計
算
方
法
の
変

更
　

掛
金
算
出
基
礎
を
「
現
場

換
算
人
数
（
人
）
」
か
ら

「
年
間
完
成
工
事
高
（
百
万

円
）
」
に
改
定
い
た
し
ま

す
。　

（
３
）
補
償
内
容
の
充
実

　

工
事
中
、
工
事
完
成
・
引

渡
し
後
の
補
償
額
を
引
き
上

げ
、
補
償
充
実
を
図
り
ま

す
。

　

①
補
償
額
：
身
体
賠
償

（
一
事
故
あ
た
り
）
五
億

円
、
財
物
賠
償
（
一
事
故
あ

た
り
）
一
億
円
に
引
上
げ
い

た
し
ま
す
。

　

②
工
事
完
成
・
引
渡
し
後

の
補
償
は
、
保
険
開
始
前
の

工
事
が
原
因
で
あ
っ
て
も
保

険
期
間
中
に
発
生
し
た
事
故

で
あ
れ
ば
補
償
い
た
し
ま
す

（
引
渡
し
後
の
補
償
期
間
は

一
年
限
定
で
し
た
が
、
無
制

限
に
改
定
い
た
し
ま
す
。
）

（
４
）
自
己
負
担
額
を
選
択

可
能
に

　

自
己
負
担
額
を
二
タ
イ
プ

ご
用
意
い
た
し
ま
す
。

　

現
行
制
度
の
身
体
賠
償
０

万
円
・
財
物
賠
償
三
万
円
プ

ラ
ン
に
加
え
、
身
体
賠
償
十

万
円
・
財
物
賠
償
十
万
円
プ

ラ
ン
を
お
選
び
い
た
だ
け
ま

す
。

（
５
）
特
約
の
追
加

　

①
作
業
対
象
物
担
保
特
約

を
追
加
い
た
し
ま
す
。

　

工
事
中
に
直
接
作
業
を
加

え
て
い
る
財
物
（
他
人
が

所
有
す
る
も
の
に
限
り
ま

す
。
）
を
補
償
を
い
た
し
ま

す
。

事
故
例　

既
存
の
配
管
に
新

た
に
管
を
設
置
す
る
際
に
、

施
工
ミ
ス
に
よ
り
既
存
の
配

管
が
割
れ
た
等

　

②
施
設
所
有
管
理
者
特
約

を
追
加
い
た
し
ま
す
。

施
設
（
事
務
所
、
資
材
置
き

場
な
ど
）
の
所
有
・
使
用
ま

た
は
管
理
に
起
因
す
る
事
故

を
補
償
い
た
し
ま
す
。

商品改定内容

商
品
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
（
株
）
損
害
保
険
ジ
ャ
パ
ン　

営
業
開
発
第
一
部
第
三
課
（
電
話
〇
三
―
三
三
四
九
―
四
〇
三
七
）
ま
で

ー１１月始期分より補償内容・掛金水準を大幅改定ー

（
作
業
対
象
物
補
償
、
施
設
所
有
管
理
者
補
償
）

全国管工事業協同組合連合会
http://www.zenkanren.or.jp/

平成24年11月始期より
商品改定定

平成24年11月始期より
商品改定

管工事賠償管工事賠償
全管連全管連

補償制度補償制度
請負業者特約＋生産物特約＋施設所有管理者特約セット

（賠償責任保険年間包括契約）（　　　　　　　　　　　　　）

工事中、工事完了後に
発生する賠償リスクに対応した

全管連会員の皆様の
  保険制度です。

平成24年度版

１．掛金水準の引下げ
２．加入タイプ（保険金額）の統一
３．補償内容の見直し（ＰＬ補償期間制限なし、作業対象物担保特約追加、施設所有管理者特約追加）
４．自己負担額１０万円プランを追加
５．掛金の算出方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成24年度の改定点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商品に関するお問い合わせは、（株）損害保険ジャパン　営業開発第一部第三課（電話03―3349―4037）まで
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本
会
は
、
七
月
九
日
、
ソ

ラ
リ
ア
西
鉄
ホ
テ
ル
（
福
岡

県
福
岡
市
）
に
お
い
て
、
福

岡
県
管
工
事
業
協
同
組
合
連

合
会
へ
の
管
工
事
賠
償
補
償

制
度
の
説
明
会
を
実
施
し

た
。

　

当
日
は
、
瀧
澤
事
業
担
当

副
会
長
の
開
講
挨
拶
に
お
い

て
制
度
改
定
の
趣
旨
、特
色
、

推
進
協
力
依
頼
の
後
、（
株
）

損
保
ジ
ャ
パ
ン
に
よ
る
制
度

の
詳
細
（
補
償
内
容
と
掛

金
）、
実
際
の
掛
金
、
算
出

方
法
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ

た
。

　

♢
商
品
内
容
の
説
明
会
を
受
付
中
♢

事
故
例　

管
理
状
況
が
悪

く
、
子
ど
も
が
資
材
置
き
場

に
立
ち
入
り
ケ
ガ
を
し
た
等

２
．
保
険
期
間

二
〇
一
二
年
十
一
月
一
日
午

後
四
時
か
ら
平
成
二
十
五
年

十
一
月
一
日
午
後
四
時
ま
で

の
一
年
間

◎
現
在
ご
加
入
の
保
険
に
つ

い
て
、
十
一
月
ま
で
に
満
期

を
迎
え
ら
れ
る
方
は
、
ぜ
ひ

一
度
（
株
）
損
害
保
険
ジ
ャ

パ
ン
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
最
適
な
プ
ラ
ン
を
ご
提

案
い
た
し
ま
す
。

６２０１２年（平成24年）８月１日（水曜日） 全 管 連 ニ ュ ー ス （第三種郵便物認可） 第６５１号 （　）


